
ご町内の皆様方へ

正月行事の

今和元年11月20日

吉備津彦神社

　　宮司　守分　清身

ご案内について（ご依頼）

拝啓

　晩秋の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は当社護特

に格別のご高配を賜り、有難く篤く御礼申し上げます。

　さて例年、当社におきましては、新しい年を迎えるにあたり、五穀食後と、

岡山の繁栄及び皆様方の除災招福と安寧を祈念レ正月の諸行事を行なって

おります。

　この度も別紙の通り　今和２年の正月行事を斎行いたします。

　つきましては、正月の混雑等で近隣のご町内の皆様方には大変ご迷惑をお

かけいたしますが、ご協力を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具
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